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規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第１号 

 世田谷区職員住宅の設置及び管理に関す

る規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第２号 

 世田谷区立多摩川玉堤広場条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第３号 

 世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を

改正する条例の施行期日を定める規則 

                    

   世田谷区職員住宅の設置及び管理に

関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区職員住宅の設置及び管理に関す

る規則（昭和41年３月世田谷区規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

 第７条中「添えてを」を「添えて」に改

める。 

 第１号様式の⑶を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立多摩川玉堤広場条例施行

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立多摩川玉堤広場条例施行規則

（昭和53年12月世田谷区規則第61号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項各号を削り、同項に次の表

を加える。 

施設名 開場時間 

少年野球場 午前６時30分から午後５

時まで 

庭球場 午前９時から午後５時ま

で 

サッカー場 午前６時30分から午後５

時まで 

 第４条中「の規定により使用の承認を受

けようとする者」を「の規定による申請」

に、「しなければ」を「することにより行わ

なければ」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

（使用の希望の申出等） 

第５条 区長は、次に掲げる日の施設の使

用については、前条の申請の前に、当該

使用をしようとする区民その他区長が認

める者から、使用しようとする施設及び

日時の希望の申出（以下この条において

「希望の申出」という。）を受け、抽選を

行い、施設の使用予定者を決定するもの

とする。 

 ⑴ 土曜日及び日曜日 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める日 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、希望の申出を受けないことが

できる。 

 ⑴ 当該申出をした者に未納の使用料が

あるとき。 

 ⑵ 公益を害し、又は秩序を乱すおそれ

があると認めるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が

必要と認めるとき。 

３ 第１項の規定により施設の使用予定者

となった者は、前条の申請をすることが

できる。 

４ 区長は、区長が別に定める日の施設の

使用について、当該使用をしようとする

者から、希望の申出を受け、抽選を行い、

施設の使用予定者を決定することができ

る。 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の規

定により希望の申出があった場合につい

て準用する。 

 第８条第１項中「第８条」を「第９条」

に、「に定めるところ」を「の各号に掲げる

区分に応じ、  当該各号に定める額」に改め、

同条第２項中「第８条」を「第９条」に、

「駐車場の使用料」を「使用料（駐車場の

使用料に限る。）」に、「に定めるところ」を

「の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額」に改め、同条第３項中「第４号

様式」を「第６号様式」に改め、同条を第

11条とする。 

 第７条第１項各号列記以外の部分中「第

７条ただし書」を「第８条ただし書」に、

「定めるところ」を「掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額」に改め、同項第１号

及び第２号中「とき」を「とき。」に改め、

同条第２項中「第３号様式」を「第５号様

式」に改め、同条を第10条とし、第６条を

第９条とし、第５条の次に次の３条を加え

る。 

（使用の承認等） 

第６条 条例第４条第１項に規定する承認

は、申請の順序による。 

２ 区長は、第４条の申請があった場合に

おいて、施設の使用の承認をしたときは、

当該申請をした者に世田谷区立多摩川玉

堤広場使用承認書（第２号様式。以下「使

用承認書」という。）によりその旨を通知

する。 

３ 施設の使用の承認を受けた者は、当該

施設を使用するときは使用承認書を携帯

し、係員から提示を求められたときはい

つでもこれを提示しなければならない。

ただし、附帯設備（条例別表に規定する

附帯設備をいう。）については、この限り

でない。 

（使用の不承認） 

第７条 区長は、第４条の申請があった場

合において、施設の使用の承認をしない

ときは、当該申請をした者に世田谷区立

多摩川玉堤広場使用不承認通知書（第３

号様式）によりその旨を通知する。 

（使用の承認の取消し等） 

第８条 区長は、条例第６条の規定により、

施設の使用の承認を取り消し、又は使用

条件を変更し、若しくは使用を停止する

ときは、世田谷区立多摩川玉堤広場使用

承認取消・使用条件変更・使用停止通知

書（第４号様式）によりその旨を通知す

る。 

 第１号様式から第４号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

 第４号様式の次に次の２様式を加える。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月４日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

２ この規則による改正後の世田谷区立多

摩川玉堤広場条例施行規則の規定は、施

行日以後の使用に係る手続について適用

し、施行日前の使用に係る手続について

は、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第３号様式及び第

４号様式の規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

   世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一

部を改正する条例の施行期日を定め

る規則 

 世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を

改正する条例（令和６年６月世田谷区条例

第36号）の施行期日は、令和８年４月４日

とする。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第１号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和８年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第２号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和８年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第３号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和８年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第４号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の
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規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水四丁目429番27の

内から429番307の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.16メートル 

    幅 員  0.18メートルから 

         0.19メートルまで 

    面 積  1.54平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月９日 

                    

◎世田谷区告示第５号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和８年１月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第６号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。 

  令和８年１月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第７号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和８年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第８号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区域 

    世田谷区上馬五丁目９番110 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.19メートル 

    幅 員  0.64メートルから 

         0.68メートルまで 

    面 積  3.80平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月20日 

                    

◎世田谷区告示第９号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

     28－１ 

 ２ 変更の区域 

    世田谷区上馬三丁目881番６ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.83メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         1.97メートルまで 

    面 積  12.67平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月20日 

                    

◎世田谷区告示第10号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田二丁目652番29の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.19メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.18メートルまで 

    面 積  1.24平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月20日 

                    

◎世田谷区告示第11号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    38－６ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂一丁目389番30の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.37メートル 

    幅 員  0.14メートルから 

         0.16メートルまで 

    面 積  1.27平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月20日 

                    

◎世田谷区告示第12号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区宮坂三丁目2362番19の内

から2362番２の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.78メートル 

    幅 員  0.04メートルから 

         0.48メートルまで 

    面 積  3.43平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月20日 

                    

◎世田谷区告示第13号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田六丁目1059番37の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  2.93メートル 

    幅 員  0.92メートルから 

         0.94メートルまで 

    面 積  2.59平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月21日 

                    

◎世田谷区告示第14号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｇ148 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田六丁目1059番37の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.54メートル 

    幅 員  0.88メートルから 

         0.92メートルまで 

    面 積  5.17平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月21日 
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◎世田谷区告示第15号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬五丁目112番５ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.07メートル 

    幅 員  1.02メートルから 

         1.14メートルまで 

    面 積  9.86平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月21日 

                    

◎世田谷区告示第16号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂四丁目459番５の

内から459番９の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  6.31メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         0.67メートルまで 

    面 積  4.07平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月21日 

                    

◎世田谷区告示第17号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜新町一丁目488番４の

内から487番３の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  47.70メートル 

    幅 員  0.14メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  7.73平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月21日 

                    

◎世田谷区告示第18号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第19号 

 令和７年12月２日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第22条の規定

に基づく転入届及び世田谷区印鑑条例（昭

和50年３月世田谷区条例第６号）第４条の

規定に基づく印鑑登録申請は、いずれも事

実に基づかない届出であることが判明した

ため、これらに基づく住民票の記載及び印

鑑登録（印鑑登録番号45－237243）を取り

消す。 

 なお、次の住民票の写し及び印鑑登録証

明書は、これを無効とする。 

  令和８年１月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

以下省略 

                    

◎世田谷区告示第20号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

  ⑶ 28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

  ⑴ 世田谷区北烏山七丁目2296番14か

ら2301番４まで 

  ⑵ 三鷹市牟礼二丁目1531番２から

1524番３まで 

  ⑶ 世田谷区北烏山五丁目2334番９か

ら2332番６まで 

 ３ 供用開始の区域 

  ⑴ 延 長  44.13メートル 

    幅 員  1.99メートル 

    面 積  87.47平方メートル 

  ⑵ 延 長  48.98メートル 

    幅 員  2.00メートル 

    面 積  97.93平方メートル 

  ⑶ 延 長  35.62メートル 

    幅 員  2.00メートル 

    面 積  73.38平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月23日 

                    

◎世田谷区告示第21号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和８年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林三丁目165番29 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.36メートル 

    幅 員  1.00メートルから 

         1.04メートルまで 

    面 積  9.16平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第22号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和８年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    35－34 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区粕谷四丁目522番60 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.10メートル 

    幅 員  1.00メートル 

    面 積  7.10平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第23号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第24号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   樹楽祖師谷 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

祖師谷六丁目23

番７号 

 ３ 事業者の名称   株式会社トラン

フ 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年１月６

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第25号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第２項の規定による指定道路について、

次のとおり指定の変更をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定変更番号  第2958号 
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 ２ 指定変更年月日 令和８年１月22日 

 ３ 指定変更の位置 世田谷区代沢五丁

目1155番７の一部

及び1155番８の一

部 

 ４ 道路の幅員   4.00メートル 

 ５ 道路の延長   5.70メートル 

 ６ 申出者氏名   山口 晃 

                    

◎世田谷区告示第26号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年１月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   ケアプランひよ

り 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

東玉川一丁目40

番９－202号 

 ３ 事業者の名称   株式会社トラス

ト・ワン 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年１月14

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第27号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第４号の規定により、次のとおり

道路の指定をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年１月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号      第208号 

 ２ 指定年月日     令和８年１月

23日 

 ３ 指定する道路の種別 特別区道 

 ４ 指定の区域     世田谷区千歳

台六丁目645

番１地先無番 

 ５ 道路の幅員     5.26メートル

から5.28メー

トルまで 

 ６ 道路の延長     20.56メートル 

                    

◎世田谷区告示第28号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和８年１月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第29号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区給田一丁目569番35から

569番34まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  1.97メートル 

    幅 員  1.73メートルから 

         1.84メートルまで 

    面 積  3.53平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月29日 

                    

◎世田谷区告示第30号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区玉川三丁目149番23から

149番22まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.92メートル 

    幅 員  1.25メートルから 

         1.52メートルまで 

    面 積  23.48平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第31号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区駒沢二丁目68番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.26メートル 

    幅 員  0.65メートルから 

         0.66メートルまで 

    面 積  5.46平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月30日 

                    

◎世田谷区告示第32号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ701－07 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北沢一丁目363番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.07メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  2.97平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月30日 

                    

◎世田谷区告示第33号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷七丁目914番46 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.62メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  1.93平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月30日 

                    

◎世田谷区告示第34号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    35－34 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区粕谷四丁目522番59 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.35メートル 

    幅 員  0.99メートルから 

         1.00メートルまで 

    面 積  7.35平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月30日 

                    

◎世田谷区告示第35号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年１月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－16 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区駒沢二丁目1034番30 

 ３ 変更の区域 

    延 長  22.87メートル 
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    幅 員  1.00メートル 

    面 積  22.95平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和８年１月30日 

                    

◎世田谷区告示第36号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法

（平成７年法律第39号）第３条第１項の規

定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路

の指定をしたので、同条第４項の規定によ

り、次のとおり公示する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定年月日 

    令和８年１月30日 

 ２ 指定区間 

    世田谷区八幡山三丁目37番地内 

 ３ 指定区域 

    延 長  371.94メートル 

    幅 員  6.00メートルから 

         9.90メートルまで 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第１号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和８年１月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    東京都市計画地区計画千歳烏山駅

周辺地区地区計画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区南烏山四丁目、南烏山五

丁目及び南烏山六丁目各地内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区烏山総合支所駅周辺整備

担当課 

 ５ 縦覧期間 

    令和８年１月22日から同年２月５

日まで 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区烏山総合支所駅周辺整備

担当課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和８年１月22日から同年２月12

日まで 

                    

◎世田谷区公告第２号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

北烏山六丁目 

 1629番１ 

 1629番21 

 1629番22 

 1629番23 

 1629番24の一部 

東京都杉並区 

阿佐谷南三丁目35番

21号 

株式会社細田工務店 

代表取締役 野村 

孝一郎 

                    

◎世田谷区公告第３号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年１月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

瀬田五丁目 

 306番３ 

 306番16 

 306番17 

 306番18 

 306番19 

 306番20 

 306番21 

東京都新宿区 

西新宿二丁目６番１

号 

新宿住友ビル31階 

アグレ都市デザイン

株式会社 

代表取締役 大林 

竜一 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年１月16日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第１号 

 世田谷区教育委員会傍聴規則の一部を改

正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会傍聴規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区教育委員会傍聴規則（昭和57年

２月世田谷区教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条の見出しを「（傍聴の手続）」に改

め、同条第１項中「30分前」の次に「から

10分前」を加え、「別記第１号様式」を「第

１号様式」に、「傍聴券」を「、傍聴券」に、

「別記第２号様式」を「第２号様式」に改

め、同条第２項を次のように改める。 

２ 傍聴券は、会議の当日、先着順により

１人１枚を交付する。 

 第２条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育長が

必要と認めたときは、傍聴の手続を変更

することができる。 

 第３条に次のただし書を加える。 

  ただし、  教育長が必要と認めたときは、

定員を変更することができる。 

 第５条各号列記以外の部分中「一」を「い

ずれか」に改め、同条第１号中「かさ、棒、

垂れ幕、凶器等他人」を「銃器、棒その他

人」に改め、同条第２号中「者」を「と思

われる者」に改め、同条第３号を次のよう

に改める。 

 ⑶ ビラ、プラカード、垂れ幕、たすき

その他の会議に現在する者に対する示

威的行為のために使用されるおそれが

あると認められる物を携帯し、又は着

用している者 

 第５条第４号中「のほか議事」を「に掲

げる者のほか、議事」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

（禁止行為） 

第６条 傍聴人は、次に掲げる行為をして

はならない。 

 ⑴ 会議における発言に対して批評を加

え、拍手その他の方法により賛否を表

明し、又は会議に現在する者に対して

示威的行為をすること。 

 ⑵ 飲食、喫煙又は談笑をすること。 

 ⑶ 携帯電話等の通信機器その他電子機

器の類の着信音、操作音等を鳴らすこ

と及び通話をすること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、会議の

秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人

の迷惑となるような行為をすること。 

 第７条の見出し中「撮影・録音等」を「写

真の撮影、録音、録画、放送等」に改め、

同条中「写真、映画等を撮影し、又は録音

等」を「写真の撮影、録音、録画、放送等」

に改め、同条ただし書中「ではない」を「で

ない」に改める。 

 第９条を第10条とし、第８条を第９条と

し、第７条の次に次の１条を加える。 

（係員の指示） 

第８条 傍聴人は、全て係員の指示に従わ

なければならない。 

 第１号様式及び第２号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

訓 令 甲（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会訓令甲第１号 

教 育 委 員 会 事 務 局 

中  央  図  書  館 

地  域  図  書  館 

 世田谷区立図書館資料管理規程（昭和57

年７月世田谷区教育委員会訓令甲第４号）

の一部を次のように改正する。 

  令和８年１月30日 

世田谷区教育委員会 

 第４条第２項ただし書中「ただし」の次

に「、世田谷区立梅丘図書館」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年２月１日から施行

する。 

                    

告   示（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会告示第１号 

 世田谷区立北沢学園中学校の設置に伴い、

通学区域を次のように定め、令和８年４月

１日から適用する。 

  令和８年１月30日 
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世田谷区教育委員会 

 世田谷区立北沢学園中学校の通学区域 

通学区域 

区内全域 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第１号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144

条の２第１項の規定により、令和８年２月

８日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選

挙におけるポスター掲示場を、別紙衆議院

（小選挙区選出）議員選挙（東京都第５区）

ポスター掲示場設置場所一覧表及び衆議院

（小選挙区選出）議員選挙（東京都第６区）

ポスター掲示場設置場所一覧表のとおり設

置する。 

  令和８年１月25日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第２号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和８年１月26日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第３号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和８年１月26日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分のＩを乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和８年１月26日 

世田谷区選挙管理委員会 

 50分の１の数    15,579 

 ６分の１の数   129,817 

 40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数      196,484 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第４号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第39

条の規定により、令和８年２月８日執行の

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における、各投票区の投票所を別紙一

覧のとおり定める。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第５号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48

条の２第６項により準用される第39条の規

定により、令和８年２月８日執行の衆議院

議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける期日前投票所を、別紙一覧のとおり

定める。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第49

条の２第４項の規定により読み替えて適用

される第48条の２第１項の規定により、別

紙一覧の期日前投票所を、令和８年２月８

日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁

判官国民審査における在外選挙人名簿に登

録されている選挙人が投票することができ

る期日前投票所として指定した。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第７号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年

政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及

び最高裁判所裁判官国民審査における投票

管理者及び同職務代理者を、別紙一覧のと

おり選任した。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第８号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年

政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及

び最高裁判所裁判官国民審査における期日

前投票所の投票管理者及び同職務代理者を、

別紙一覧のとおり選任した。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第９号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第64

条の規定により、令和８年２月８日執行の

衆議院（比例代表選出）議員選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査における世田谷区第

５区開票区及び世田谷区第６区開票区の開

票場所及び日時を、次のとおり告示する。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

 １ 世田谷区第５区開票区 

  ⑴ 開票場所 世田谷区立大蔵第二運

動場体育館 

         世田谷区大蔵四丁目７

番１号 

  ⑵ 開票日時 令和８年２月８日 午

後９時 

 ２ 世田谷区第６区開票区 

  ⑴ 開票場所 世田谷区立総合運動場

体育館 

         世田谷区大蔵四丁目６

番１号 

  ⑵ 開票日時 令和８年２月８日 午

後９時 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第10号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第61

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年

政令第89号）第67条第１項の規定により、

令和８年２月８日執行の衆議院（比例代表

選出）議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における世田谷区第５区開票区及び世

田谷区第６区開票区の開票管理者及び同職

務代理者を、次のとおり選任した。 

   令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

以下省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第11号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第62

条第６項の規定により、令和８年２月８日

執行の衆議院（比例代表選出）議員選挙に

おける世田谷区第５区開票区及び世田谷区

第６区開票区の開票立会人のくじを行う場

所及び日時を、次のとおり告示する。 

  令和８年１月27日 

世田谷区選挙管理委員会 

 １ 場所 世田谷区選挙管理委員会室 

      世田谷区世田谷四丁目22番33

号 世田谷区役所西棟２階 

 ２ 日時 令和８年２月５日 午後５時

30分開始 

                    

告   示（選挙長） 
（東京都第５区） 

                    

◎衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東京

都第５区）選挙長告示第１号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76

条で準用する第62条第６項の規定により、

令和８年２月８日執行の衆議院（小選挙区

選出）議員選挙における選挙立会人のくじ

を行う場所及び日時を、次のとおり告示す

る。 

  令和８年１月27日 

    衆議院（小選挙区選出）議員選挙 

    （東京都第５区） 

選挙長 岡部 健一 

 １ 場所 世田谷区選挙管理委員会室 

      世田谷区世田谷四丁目22番33

号 世田谷区役所西棟２階 

 ２ 日時 令和８年２月５日 午後５時

30分開始 

                    

告   示（選挙長） 
（東京都第６区） 

                    

◎衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東京

都第６区）選挙長告示第１号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76

条で準用する第62条第６項の規定により、

令和８年２月８日執行の衆議院（小選挙区

選出）議員選挙における選挙立会人のくじ

を行う場所及び日時を、次のとおり告示す

る。 

  令和８年１月27日 

    衆議院（小選挙区選出）議員選挙 

    （東京都第６区） 



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 8 － 

選挙長 管沼 勉 

 １ 場所 世田谷区選挙管理委員会室 

      世田谷区世田谷四丁目22番33

号 世田谷区役所西棟２階 

 ２ 日時 令和８年２月５日 午後５時

30分開始 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第１号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第30回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和８年１月19日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和８年１月30日（金） 

午後３時 

 ２ 開催場所 区役所東棟９階 第５委

員会室 

 ３ 審議事項 

   ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許

可申請について 

   ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転

用届出について 

   ⑶ 第３号議案 その他の事項につ

いて 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項及び第４項の規定により

実施した令和７年度定期監査の結果に関す

る報告を、同条第９項の規定に基づき、公

表する。 

  令和８年１月16日 

世田谷区監査委員 大 塚   勇 

同        市 川   穣 

同        和 田 秀 壽 

同        藤 井 真 尚 

 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 9 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 10 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 11 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 12 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 13 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 14 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 15 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 16 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 17 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 18 － 

 

 

  



 

 

令和８年２月20日（第779号） 

－ 19 － 
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